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産出額とりんごの生産状況

３





これまでの弘前市の取組（R元～R３）

５

　耕種的防除作業は、労働力不足の進行等から、農業者

単独での実施は困難であるため、農福連携により実施。

⇒弘前市における農福連携の始まり

　りんごの生産工程における、栽培から出荷に至るまでの

一連の作業について、障がい者が就労可能な作業の掘り

起こしやりんごの生産現場で就労する際の課題や導入効果

を検証。

黒星病耕種的防除対策事業（令和元年度～２年度）

農福連携モデル事業（令和３年度）



これまでの弘前市の取組（R４）
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・新たに農福連携に取り組む農業者の障がい者雇用に要する経費の一部を支援する

「お試しノウフク」を実施。

・農福連携実践マニュアル、農福連携カレンダーを作成。

農福連携新規取組促進事業（令和４年度）

マニュアル・カレンダーの
ダウンロードはこちらから⇒



７



８



　お試しノウフクに加え、障がい者等が農作業を行っている

様子や受入にあたっての工夫を情報発信する農業者を支援

する「シェアノウフク」を実施。

これまでの弘前市の取組（R５）

９

農福連携新規取組定着促進事業（令和５年度）



農福連携のマッチングについて
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マッチングの手順

市 農政課に
相談

１

農業者の情報を
hugworkへ提供

２
hugworkにて

農作業の請負が
可能な事業所を

確認

３

農業者と
事業所が

請負契約を結び
農作業開始！

６
市から

農業者へ
請負可能な

事業所を紹介

５
Hugworkから

市へ
請負可能な

事業所を紹介

４

Ａ
事
業
所

OK！

hugwork（ハグワーク）とは？

・弘前市では、「hugwork農福連携部門」と連携し、障がい福祉事業所とのマッチングを
　支援する仕組みがあります。
・マッチングの手順は、以下のような流れになります。

hugworkとは、福祉事業所とのマッチングに

あたり、市や農業者に対して、農作業を請け
負える福祉事業所を紹介してくれる機関です。

体系図
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（拡充内容①）

・支援対象に生活困窮者や高齢者等を拡充

（拡充内容②）

・取組に教育現場を加え、「農福学連携」へ　　

　　・　農福学連携りんご販売会の実施

農福連携の更なる広がりへ

　　・　農福学連携マルシェ

　　・　不登校傾向等にある児童生徒に対する農作業体験

　　・　特別支援学校生徒に対する農作業体験

農福連携等を地域全体へ拡大



拡充内容①（支援対象の拡充について）

12

　お試しノウフク、シェアノウフクの支援対象に、生活困窮者や高齢者等の直接雇用を追加。

          ⇒「ひろさき生活・仕事応援センター」と連携し、令和６年度は農業者２名が

　           生活困窮者２名を直接雇用。

農業者

③雇用契約

④作業を依頼（上限15日）

⑤賃金支払

市が費用の一部を補助

①来所・
　電話相談

①アウトリーチ

生活困窮者・
ひきこもりの方

ひろさき生活・仕事応援センターとの連携

農政課

連携
ひろさき生活・

仕事応援センター

①問い合わせ
・要望

②紹介・斡旋
(マッチング)

取組事例

＜ひろさき生活・仕事応援センター (ヒロロ３階 ヒロロスクエア)＞

〇生活困窮者の年代：40代1名、70代1名

〇農作業の内容（りんご）：

　着色管理４日、収穫84日間

〇農業者の声：

・真面目な方で、一生懸命作業を

　してくれて助かった。

・収穫の時期は人手が不足するため、

　また紹介してほしい。

　暮らしや仕事、お金や家族についての

総合的な相談に応じるほか、無料職業

紹介所を開設し、個々の相談者の状況に

あった仕事のあっせんを行う機関。



　令和６年度は、これまでの農福連携の取組に
教育現場を加えた「農福学連携」として、
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１．不登校傾向等にある児童生徒に対する農作業
　　体験（R６年度～）

２．特別支援学校生徒に対する農作業体験（R６年度～）

３．農福学連携りんご販売会（R６年度～）

を実施。

拡充内容②（農福学連携の取組について）

４．農福学連携マルシェ（R７年度～）



１．不登校傾向等にある児童生徒
　　に対する農作業体験（R６年度～）
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　不登校傾向等にある児童生徒が通う教室
「フレンドシップルーム」の通室生に対して、
りんごの農作業体験を計３回実施。

第１回（摘果）…令和６年６月14日（金）

⇒８名の児童生徒が参加。

第２回（玉回し、収穫）…令和６年10月25日（金）

⇒６名の児童生徒が参加。

第３回（収穫）…令和６年11月８日（金）

⇒11名の児童生徒が参加。

第１回（摘果）…令和７年６月13日（金）

⇒８名の児童生徒が参加。

令和６年度

令和７年度

【教育委員会指導主事からのコメント】

・「初回の体験で個別で移動及び一人で作業していた児童生徒が、２

　回目以降はジャンボタクシーによる集団移動及び集団で作業するこ

　とができた。表情も柔らかく、集団行動できたことが自信になってい

　るようだった。」

・「これまで交流のなかった児童生徒同士が、農作業体験をきっかけ

　に交流し、他のイベントの際にも交流が継続されている。」

児童生徒が作成した看板（令和７年６月）

　　　　　　　　　　　★フレンドシップルームの児童生徒と

　　　　　　　　　　　　 教員が好きな数字を合計



　弘前第一養護学校高等部生徒に対して、
りんごの農作業体験を計３回実施。

２．特別支援学校生徒に対する
農作業体験（R６年度～）
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・令和６年６月24日（月）

・９名の生徒が参加。

・令和６年９月18日（水）

・10名の生徒が参加。

・令和６年10月30日（水）

・９名の生徒が参加。

・りんご娘と一緒に体験

第１回（袋掛け）

第２回（着色管理）

第３回（収穫）

…令和７年６月２日（月）

⇒14名の児童生徒が参加。

令和７年度令和６年度

第１回（摘果）



３．農福学連携りんご販売会
（R６年度～）
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　農福学連携に取り組む農業者と障がい福祉事業所等が連携

して栽培したりんご等を販売する「農福学連携りんご販売会」を開催。

〇日　時：令和６年12月７日（土）11:00～14:00

〇場　所：土手町コミュニティパーク内 多目的ホール

「リンゴのうた」を披露

〇出店者：農業者、福祉事業所、弘前第一養護学校、りんご娘が連携し、４ブースを出店

〇販売物：りんご、りんご飴、りんごバター等

特別支援学校生徒とりんご娘 障がい福祉事業所と農業者

【農業者からのコメント】障がい者の達成感や自己肯定感の向上が強く感じられた。



４．農福学連携マルシェ
（R７年度～）
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　市内の屋外イベントで、「農福学連携マルシェ」として、福祉事業所によるりんご

の加工品等販売と、農福学連携の取組周知を目的としたパネル展示及びクイズを

行うブースを出店。

〇日　時：令和７年５月４日（日）～６日（火）　10:00～15:00

〇場　所：りんご公園

〇内容：農業者および３つの福祉事業所が連携して販売。
市農政課ではクイズブース設置。

【来場者からのコメント】

「はじめて取組を知り、とてもよく理解できた。」（30代　男性）

「障がいを持つ人が農業で活躍することを初めて知った。」（10代　女性）

【出店者の声】

「今回のマルシェで通所者がいきいきと販売でき、

　出店した2日間ほぼ売り切れとなった。」



農福連携セミナー
（R４年度～）
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〇日　時：令和７年２月19日（水）　13：30～15：30

〇場　所：岩木文化センター　あそべーる

○参加人数　50名

【来場者からのコメント】

「農福学連携＝働き手の確保だけではなく、生きがいづくり、人と人との

繋がりの大切さを感じた。」

「パネルディスカッションで、各利害関係者における「生の声」を聞くこと

ができて非常に参考になった。」

　農福連携を実施した農業者及び福祉事業所から取組事例を紹介する
「農福連携セミナー」を開催。
　令和５～６年度は事例紹介に加え、農業者、福祉事業所職員、特別
支援学校教員によるディスカッションを実施。



ＳＮＳによる周知

19

令和６年５月～
情報発信開始

　「ひろさき農福学連携」の公式Instagram、Facebookの運用を開始し、

農福連携に取り組む農業者の活動内容や、各種イベントについての情報

発信を強化。

Instagram Facebook

こちらのQRコードを読み込んでいただき、
ぜひフォローをお願いします！！



　・令和６年度から農福連携において雇用の対象として、

　　生活困窮者を追加したことで、福祉側の裾野を広げることができた。

取組の成果
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〇「福」の広がり

　・これまでの農福連携に教育現場を加えた「農福学連携」として、

　　児童生徒に対する農作業体験を実施したことで、農業に関心を持って

　　もらう機会や、集団生活への復帰に向けた一助とすることができた。

〇教育現場への広がり

　・昨年12月に実施した「農福学連携りんご販売会」により、農福学連携の

　　取組を生産だけではなく、販売にまで広げる機会となった。

〇農福連携の取組が自走
　・補助事業の活用後も、継続して農福連携に取り組む農業者が７名おり、

　　農福連携が農業現場において浸透していることが確認できた。



課題と対策
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〇課題

〇対策
・既存の農福連携マニュアルの周知

・農業者や障がい福祉事業所、その他福祉関係者を対象とした現場見学会・意見交換会の実施

　→実態を確認し把握することにより、スムーズな初動へつなげる

・市内の障がい福祉事業所（45事業所）へ農福連携取組状況についてのアンケートを実施

　→取り組む余力のある障がい福祉事業所の掘り起こし

・農業者にとって、障がい者等の従事可能な作業が掴めず、障がい者を雇用する場合に必要な

準備がわかりづらい

・障がい福祉事業所や福祉関係者にとって、農作業がどのようなものか、障がいがあっても

できることがあるのか、把握しきれていないことが多い



ノウフク・アワード2024優秀賞の受賞
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　市が令和元年度から取り組んできた農福連携の取組が評価され、

令和６年11月に、多様で魅力的な優良事例を表彰する

「ノウフク・アワード2024」の優秀賞を全国の自治体として初めて

受賞しました。



ご清聴ありがとうございました

今後も農福学連携により、

多様な方が活躍できる社会

となるよう取り組んでいきます。


